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最高裁人任-E第002620号

平成19年9月13日

内閣総理大臣安倍晋 殿
一
一
一

最高裁判所長官島田仁目

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名する。
司

（なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日 平成19年9月20日）
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誤蕾竺莫

苦琵諺字

薑嶌箕荏

笠譲義落

護篭業意手

若韓著書

莞詳 繕

鑿蒋縫矢

旨蔦著落

掌錨捧鵜

要潭籍螢

茜届桑背

麓箇条案手
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､憧誉矢爺
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茜音響手
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判事補任命資格調 （平成19年9月20日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補
C

U

今村あゆみ 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 岩田真．吾 24 〃 〃

〃

ノ

賀嶋 敦 24 〃 〃

典

《

〃 川崎博司 28 〃 ． 〃

､

〃 草野克也 24 〃 〃

〃 ． 河野一郎 28 〃 〃

《
帆

〃 柴田啓介 24 〃 〃

〃 長 博文 23 〃 〃
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判事補任命資格調 （平成19年9月20日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格
。

根拠法令

東京地判事補 冨田環志 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 橋本悠子 28 〃 〃

〃 原 雅基 25 〃 〃

〃 山下 嘉 23 〃 ﾉノ

横浜地判事補 勝又来未子 36 〃 〃

〃 鎌田紗世 28 〃 〃

〃 塩田良介 26 〃 〃

さいたま地判事補 大竹瑠子 23 〃 〃
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判事補任命資格調 （平成19年9月20日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

さいたま地判事補 和田山弘剛 23

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

千葉地判事補 武富 一 晃 23 〃 〃

〃 吉田彩子 24 〃 〃

Q旬

《

水戸地判事補 豊島英征 26 〃 〃

宇都宮地判事補 近藤義浩 26 〃 〃

静岡地判事補 渡辺美恵子 26 〃 〃

司
矧

新潟地判事補 石神有吾 24 〃 〃

大阪地判事補 荒井 格 28 〃 〃
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判事補任命資格調 (平成19年9月20日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 釜村健太 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 白鳥哲治 24 〃 〃

〃 中畑洋輔 25 〃 〃

〃 安原和臣 27 〃 〃

〃 山田葉月 25 〃 〃..：

〃 0 脇田未菜子 25 〃 〃野

京都地判事補 園部伸之 24 〃 〃

〃 綿引聡史 25 〃 〃



判事補任命資格調 (平成19年9月20日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

神戸地判事補

Q ■

荒金慎哉 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 中田ひろみ 26 〃 〃

大津地判事補 大門宏一郎 26 〃 〃

●可

《

名古屋地判事補 飯田理子 31 〃 〃

〃 坂野好英 24 〃 〃

〃 山出紗織 24 〃 〃

、
咽

岐阜地判事補 吉武礼華 27 〃 〃

金沢地判事補 笹山 恵 28 〃 〃
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判事補任命資格調 （平成19年9月20日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

広島地判事補 戸 田有子 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

岡山地判事補 植月良典 26 〃 〃

福岡地判事補 大川恭平 28 〃 〃

〃 西 麻里子 25 〃 〃

熊本地判事補 宮崎陽介 23 〃 〃

鹿児島地判事補 安川秀方 29 〃 〃

宮崎地判事補 小田誉太郎 25 〃 〃

仙台地判事補 遠藤啓佑 30 〃 〃



判事補任命資格調 （平成19年9月20日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

仙台地判事補 新宅孝昭 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

札幌地判事補 石渡 圭 23 〃 〃

〃 山口智子 27 〃 〃

河

《

徳島地判事補 山崎雄大 25 〃 〃
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